
~童 - ;::-

･欄 .二:⊥T:.=-:盲…§まま琵琶議驚…義貞望貿賓諾､､gL雑学き…紋 語意廷警譲
隻,;ミ浮深雪.---:i -- 稔務省

席 行政評価局 旗 p..二 行- 等による行剛 度.運営の改善 l

JR 当倣 港務課 写監 温 平成.3年度, l 慧 鷲

･L-;捕

I直接実施

ノ ′′ 願 遜 ノ J-′ 洞院 摺変警独 ノ ー十 一一一~~~~~ー 樹 ノ ′〆 ..′丁

■鵬 / J / 臓 / 澄好 個 /

b ■■■■荊■Ld} /

…y:` を推進するため

I 国の各行政税関等

【別添参原】

^#*

157百万円 鞍鼻構成 (和 語 諸 芸 農政, 従事職員数

盲万円 担当正職員. / l千円 / l人
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【活動拍榛名】年間実績 l 皇位 l H18年 l H19年 H20年

各席省が実凱 た改印 価の点検 l 件 J 9..57 r 3,850 4.086

に点検〕

実穣評価方式の評価 〔あらかじめ達成El積を設定し､当該El標の達成度合し1.を評価〕で､敢 68件/276件
(24.6%)

269件/446件
(60.3%)

18件/39件
(46.2%)

(上記以外)



政箕評価､行政評価 ･監視

行政評価等l=よる行政制度 ･運営の改善

(2)内容点検 〔評価の妥当性に疑問が生じた場合.評価の内容J=踏み込んで行う点検)

一般政策 (各庶省の主要な政策)に係る評価について,嶺別に課葛 ･問題点等を指輪した件数 28件/662件(一般
政策評価の全数)

公共事業に係る評価について.個別に課蛮 ･間圧点等を指摘した件数
〔一般政策以外の特定の政党に係る評価では､分析手法が-定程 度確立している公共事業に
係る評価について.具体的な点検対象を抽出して点墳〕

【活動措榛名】年度実績

各舟省の兼務の納ま ,改善指摘 (勧告等)(※)
(･X)改善指摘 (勧告等)の元となる全国実態関空 (管区行政評価局､行政評肺事務所が実地)で把塩した周腰状況の例
(D契約の適正な執行に関する細萱 (行政評価･監視) (平成19年度切妻､20年12月に勧告)
･才争任の添い契約への移行の推進の挽点からは､抽出した6.232件中576件 (9.2%)に移行余地
･応募 (応札)状況の見直しという規点からrま､抽出した7,110件中1,027件 (14.4%)に応募条件濃和余地
②公共事業の蕎要予測等に軸する調査 (行政評価･監鵠) (平成19年度調査､20年8月勧告)
･需要予河等の実施内容の適切性という叔点に鮎し.道臥 港湾.農地 ･農道.水道等の各分野ごとに一定規模以上のものとして
抽出した57事業中,不適切と判断されたもの4例
･状況の変化.=応じ需要予測等の見直しが適時(=行われ適切に事実J=反映されているかという挽点に廃し､抽出した57事業中､不
適切と認められるもの5例

各府省における政策評価の賞の向上の状況
(目標の達成水準が数値化等により特定され ている各府省の評価割合の前年度からの向上)
総務省が行った統一性 ･総合性確保評価の結 果の関係府省における政策への反映の状況
(勧告等に基づく関係府省の政策の見直し･改善の前年度からの向上)
行政評価 ･監視に係る勧告等に基づく関係庶 省の行政制度 ･運営の見直し･改善の状況
(勧告等に基づく関係府省の政策の見直し･改善の前年度からの向上)

【成果指榛名】/ 年度実株 ･評価

目鳳 =BBL達成しようとする水準が数値化等により特
定されている各府省の評価の都合

兵務省の統一性･捻合性確保評価に係る勧告等に基づ
く関係府省の政策の見直し.改善の状況

いずれの勧告等rこ対して
も､陳儒府牛は政策の見
直し,改書に坂叔

行政評価 監視.=係る勧告等に基づく関係府省の行政
制度･運営の見直し･改善の状況(改善措在を採ること
が具体的に予定されているものを含む)

1.政策評価の推進及び府省の枠を超えた全政府的見地からの評価の実施
上記のとおり.年間4.000件程度が実施されるなど.各席省lIJSける政策評価は定着 してきたと考えられ.また､政
某日棟の数値化の割合の善美な上昇等､賢的な面でも一定の向J=が図られている｡
こうした政策評価の実施により､例えば公共事業においては､政策評価法施行後7年間の累計で､227事業､総事業費
ベースで約39兆円の事案を休止又は中止する措置が取られている｡
今後.政策評価の実効性の一層の向上を図り必要な政策の見直しが一層着実に行われること等のため､以下の課題等
に二取り組むことが重要と考えられる｡
･ 国家戦略室において検討されている政策達成目標明示制度への政策評価の活用の検討
･ 新た[=政策評価が求められる分野における評価方法の明示等による評価の推進 (租税特別措置等)
･ 真裏政策の評価の実施の推進による､予算その他政策の見直しへの政策評価の一層の反映の確保

2.行政評価 ･監視の実施
行政評価 ･監視については､上記のとおり.勧告等に基づく行政運営の必要な改善が回られているところ｡今後と
も､簡素で効率的な行政の確保､国民の安全 ･安心の確保等に向けて､国民の関心の高いテ⊥マや早急に改善を妾する
テーマを含め.引き続き､計画的､捷動的に取 り組むことが重要｡
また､現在.原口絵務大臣の指示を受け. r契約における実質的な競争性破保に朗する緊急美態調査｣を実施してお
り､行政刷新会誌の議論にも活用できるよう､11月下旬を目途に大臣に報告予定｡

【帯外国】
米国においては.行政管理予井庁 (OMB)が中心となって政府業績評価法 (GPRA)r=基'5く兼枕評価が行われているほ
か､会計検査院 (GAO)によるプログラム評価が行われている｡
英国においては.公共サービス協定 (PSA)の取組が行われている｡
このほか､諸外国r=おいては､それぞれの制度の下で評価の取組が講L:られている｡
【地方自治体】
地方自治体における行政評価lこついては.都道府県･市区町村r=おいて846団体 (45 6%)が導入｡都道府県､政令指定都
市においては全団体で中人済｡ (20年10月1日現在)

平成19年6月以来.行政評価局の本省及び各出先において年金記録確認第三者委員会が設置｡毎年5万件に及 ぶ申立て
の迅速な処理のため,評価業務の実施及び予算執行にあたり.当該業#に相当程度シフトしているところ｡



丘 塩 謡 底屈 瓜 役割仰 ,1,.脚 ,,-__..,-…-- ･ .

【El的】 国E引こ信頼される公正で透明､簡素で効率的な質の高 い行政の実現

各府省 (独立行政法人等を含む)の美嚢のチェッ?､改善の推進

政策評価･独立行政法人評価委員会

国民からの相談 (政府のセンサー洩能の一群)

行政苦情救済推進会議

帽 :-;:喜-_:-∴ ∴ ∴ 奉 =各府省の制度･施策の改善指摘
(通知 ･勧告) 一一1,.'' 三二‥

年金記録問題の
学期解決のため､
年金記録確認第
三者妻員会を設
置し､喜己環訂正
のあっせん

--･J ｣- 各 l府 省 大 臣 等 - - -.･

政府のレビュー機能における総務省の位置付け

政策評価制度 (政策のPDCAサイクル) ヽ
【総務省滅】 ､､

政策評価の制度官庁

･制度の枠組を作り､各府省

における政策評価の体系的､

継続的な実施を推進

･各府省の評価の厳格性 ･客

観性を担保

各府省の業務のチェック .

改善指摘

･各府省のみでは､評価しか

たいものを対象 (複数府省に

またがるもの､横断的視点を

要するもの等)

･全国的規模の調査を通じ､

各府省では見出せない課題や

問題点を実証的に把握

･課題や問題点の総合的 ･全

体的75:把握を踏まえ､改善方

策を提示

【他のレビュー機能】
行政刷新会議

･国の行政全般の在り方
の刷新等のため内閣府に
置かれ､総理､行政刷新
大臣以下で靖成
･政治主導で事業の見直
しを実現

財務省主計局

･予算査定に政策評価を
活用
･自ら予算執行の適正化
を図るために調査 (予算
執行調査)

肉闇府の横断的調整機関

･その他､規制改革､市
1完化テスト等､個別分野
に掬し内閣府で総合調整

く参考)会計検杢院

･内閣から独立した憲法
上の機関として､国の会
計素空理の執行状況につい
て検査



1_概要
○ 政策評価法の下.各府省が所掌する政策について 自ら実施する評価の推進 ･向上を図るとともに､総務省 自らも､

複数の府省にまたがる広範なテーマについての評価を実施

※r政策評価に関する決議j1157 18参議院本会議)I｢政策評価制度の見直しに掬する決議Jn5.6.22参議院本会議)において.
政策評価の一層の充実が求められている｡

政策評価法に基づき､毎年度.各府省で通常的4.000件の政策評価を実施

r政策評価に関する基本方針｣(1712.16FEl議決定)等に基づき.国民の
が高く極めて重要な政策を対象に評価を推進

評価括臭は予井編成や政策の企画立秦に活用
(公共事業については,政策評価法施行後7年間の累計で､227事業.撹事
ベースで約39兆円の手套を休止又は中止)

各府省の政策評価については､すべて,総務省が2次チェック

関係施策の統-性.絵合性を確保するための評価を冶務省が自ら実沌

⊥｣j盟主

総務省行政評価局

予算要求等への評価結果の反映の推進

各府省が行った評価の点検

複数府省にまたがる政策の評価

○ 各府省のみでは評価 しがたい政策や業務の実施状況 (複数府省にまたがるもの､横断的視点を要するもの等)につ

いて.評価専門機関として､全国規模で体系的 ･継続的に実態把握 ･分析 し､その見直 し ･改善を指摘｡所管府省で

は見出せない問題を実証的に発掘

○ 総務省発足後 8年間の累計で.101件のテーマについて､制度 ･施策の改善を指摘

(1)最近の勧告等

①国民の安全 ･安心の確保 こr脚 の安全確保対策l(19.10勧告)､r厚子力の防災業務J(21.2勧告) など
②効果的.効率的牢行政運営の確保 :r公共事業の需要予測｣(28･8勧告)､r夷約の適正化 (随意契約等)｣(20.12勧告) など

【2)現在調査実施中のテ-マ

①国民の安全 ･安心の確保 :r食品表示の適正化｣､r貸切バスの安全確保J.r社会資本の維持管理及び更新債路橋の保全等)｣,
r製品の安全対策｣.r薬物の乱用防止対策儒要根絶対策)｣.r気象行政｣､rホームページのバリアフリー｣

②効果的.効率的な行政運営の確保 :r雇用保険二事業｣.｢在外公館J､rバイオマスJ､｢契糾こおける臭突的な技争性確保に厨する緊急実安調査(X)｣

耗大臣指示を受け.行政刷新会計の書治にも活用できるよう.11月下旬を目途に報告予定



く予算担当部局用)

事業番号1-23

政策評価､行政評価･監視

平成21年度当初予算額 平成22年度概算要求額

Lo 政策評雇1

1.政策評価制度は､(1)国民に対する説明責任の徹底､(2)国民本位で効率的で質の高い行政の実現､

(3)国民的視点に立った成果重視の行政への転換等を目的として､13年1月から政府全体で導入された

もの｡総務省では､各府省が自ら行う政策評価について､評価のやり方や内容を点検し､課題の提起や評

価のやり直しを勧告等している｡

2.総務省が各府省から報告を受け､20年度に点検の対象としたのは4.036件｡そのうち､内容に問題等

があるとして各府省に指摘をした件数は49件｡ 匝 ∃
⇒ 総務省は､各府省を指導する立場として､より積極的に指摘をすることを期待されているのではないか｡

3.また､一定規模以上の研究開発､公共事業､oDA等には事前評価が義務付けられており､20年度では

4,036件のうち事前評価が1,314件を占めている｡ ロ垂互]匝亘可
⇒ 研究開発や公共事業については､一度事業が始まってしまうと途中でやめることが困難であることから､

各省の事前評価をこれまで以上に充実させる必要があり､総務省はそれを指導する立場として､その責任

を果たしていく必要があるのではないか｡

② 行政評価･監視

1.総務省が行う行政評価･監視は､毎回テーマを決め､各府省の業務の実施状況等を調査し､勧告等を行
うことにより､行政の制度及び運営の改善を図るもの｡

2.行政評価･監視には､全国規模の問題をテーマとして調査を実施する｢全国計画調査｣と､管区行政評価

局や行政評価事務所が､地域の行政上の問題をテーマとして調査を実施する｢地域計画調査｣がある｡

(全国計画調査の例)

･国の行政機関の法令遵守態勢に関する調査 (21年3月)

･原子力の防災業務に関する行政評価･監視結果に基づく勧告 (21年2月)

(地域計画調査の例)

･路面電車における運行の安全確保及び利用者の利便向上に関する行政評価･監視 (20年2月)

･自然環境保全に関する行政評価･監視(屋久島世界自然遺産地域を中心として)(19年12月)

3.今後は､総務省の行政管理居等との連携を強化するなど､調査テーマの選定や実施方法を工夫し､より

効果的な評価.監視を追求していく必要があるのではないか｡ [車重]
(汰)現在､行政評価局及び管区行政評価局の定員1.342名のうち約650名が年金記録確認第三者委員会の業務に従事

しており､思うように行政評価･監視業務を実施できない状況にある｡



点検の実施件数 開溝点等の持株件数 [---- 割合

府 省 事前評価 事後評価 (且位:件 )計

国土交通省 619 1,086 1.705

農林水産省 244 571 815

厚生労Ab省 115 690 805

文部科学省 118 63 ー81

外 務 省 43 91 134

研究開発 公共事業 ODA その他

10位円以上の兼用をー † 10価円以上の兼用を~とく､まれ 〔無償の洋金供与〕文金供与の額が10催円以上となることが見込まれるもの○ 法律文は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により､規制を新設 若 廃止

② 行政評価･監視

[車亘ヨ ー† ..- Lィ

① r在外公鋸に関する行政評価.監視｣(21年4月-)について､調査の企画段牌から､総務省行政管理局や財務省主計局と連携して実施中○

② ｢契約の適正な執行に関する行政評価.監視j(20年12月全府省に勧告)について､調査の企画段階から､財務省主計局と連携して実施8

③ 国等の8t権管理等に関する行政評価.監視｣ (ー9年6月全府省に勧告)について､調査の企画段席から､財務省主計局と連携して実施○

㊨ ｢民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価.監視 (第1次)｣ (17年ー0月文部科学省
など5省に勧告)及び r民間団体等を対象とした補助金等に関する行政評価.監視 (第2次)｣
(l8年8月文部科学省など4省に勧告)について､調査の企画段階から､財務省主計局と連携し
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